
7市報令和4年（2022年）5月15日号 対対象　日日時　場場所　費費用　講講師　持持ち物　内内容　期期間　直直接会場へ　問問合せ　申申込み凡例

清瀬、東大和を中心に北多摩の魅力を発信中！清瀬市公式Instagram

Instagramマガジン「キタマガ」「＃清瀬コレクション」「@city_kiyose」を
つけて写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

★さしあげます：スピーカー★ゆずってください：ブレンダー申 問5月16日午前9時から電話で消費生活センター☎042-
495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 1日㈬・8日㈬・15㈬※・22日㈬
午後1時～４時30分(いずれも30分7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー（
６
階
）※
15
日
の
み
市
役
所

シティプロモーション課
市民協働係
☎0４2-４97-1803
対市内在住・在勤・在
学の方

※5月16日㈪午前8時30
分から各相談日前日の
午後5時まで受け付け。

※同一種類の相談は1か
月に1回のみ、かつ同一
年度内に3回までとさせ
ていただいております。

※新型コロナウイルス
感 染 症 防 止 対 策 と し
て、相談時には、マス
クの着用、手洗いまた
は手指の消毒にご協力
ください。また、受け
付け時には検温をさせ
ていただき、体調チェ
ック票へのご記入もお願
いします。

人権身の上相談 1日㈬午後1時～3時
（いずれも４0分3枠）

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記）

2日㈭午後1時～3時
（いずれも30分４枠）

不動産取引相談

年金・労働相談 8日㈬午前9時30分～11時30分
（４0分3枠）

司法書士相談（登
記・相続・遺言）

8日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
15日㈬※午前9時30分～11時30分

（いずれも30分４枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等
の手続）

行政相談 15日㈬※午後1時～3時
（30分４枠）

交通事故相談 22日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

※令和5年3月までの市民相談は生涯学習センターで実施します。
ただし、6月15日㈬、7月20日㈬、9月7日㈬は市役所で実施します。

予直電防犯相談（犯
罪被害者支援なども
含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防災防犯係
☎0４2-４97-18４8

直母子・父子・女性
相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎0４2-４92-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎0４2-４95-7701

予電教育相談
毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時
※受け付けは午後４時30分まで

教
育
支
援

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎0４2-４93-3526
※電話予約は午前9時か
ら受け付け。
※2回目以降はオンライ
ン相談も可能。詳しく
は上記へお問い合わせ
ください。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
2日㈭・7日㈫・10日㈮・16日㈭・21
日㈫・2４日㈮・30日㈭午前10時～午
後3時50分

男女共同参画センター（アイレ
ック）
☎0４2-４95-7002
※原則女性のみ。
※電話予約は平日午前8時30分
～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 16日㈭午後5時～8時50分

DV相談 1日㈬・8日㈬・9日㈭・15日㈬・23日
㈭・29日㈬午前10時～午後3時50分

法律相談 1４日㈫・28日㈫午後2時～４時

しごと相談 3日㈮・20日㈪午前10時～午後2時
50分

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後４時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎0４2-４95-6212

直清瀬・ハローワー
ク就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（４階） 

清瀬・ハローワーク就職
情報室
☎0４2-４9４-8609

月の6 予＝予約　直＝直接　電＝電話

今月開催の委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 傍聴等

①消費生活センタ
ー運営委員会

5月25日㈬午前
10時～正午

消費生活セン
ター

消費生活センター
☎0４2-４95-6211

先着5人。5分前ま
でに直接会場へ

②第5回清瀬市ま
ちづくり委員会

5月25日㈬午後
6時～8時

市役所本庁舎
研修室

シティプロモーション
課市民協働係☎0４2-
４97-1803

直接会場へ

※②を傍聴される方は「清瀬市まちづくり委員会傍聴規定」をご覧ください。

◆市【一般等寄附金（緑地保全基金）】へ
清瀬の自然を守る会様　2,120円
◆市へ
新谷陽一郎様　マスク700枚、グロ
ーブ500枚、フェイスシールド100
枚など
ありがとうございました。

子どもの事故を防止しよう

　令和2年中、東京消防庁管内で
12歳以下の子どもが、12，３４８人
救急搬送されました。特に1、2
歳の乳幼児のけがが多くみられま
す。家族など周囲の人が、過去に
どのような事故が発生しているか
を知り、事前に対策をし、子ども
を守りましょう。
≪乳幼児の事故種別≫
　乳幼児の救急搬送人員を事故種
別にみると、「落ちる」事故が多
くなっています。また、中等症（生
命の危険はないが入院を要するも
の）以上の割合では「おぼれる」事
故が最も多くなっています。
◆「おぼれる」事故
　おぼれた場所の第1位は、自宅
の浴槽です。乳幼児をお風呂に入

れているとき、水遊びをさせてい
るときは決して目を離さないよう
にしましょう。
◆「落ちる」事故
　住宅の窓やベランダなどの高所
からの墜落は、生命に危険を及ぼ
す可能性が高く、ベランダを子ど
もの遊び場にしないこと、柵・手
すりを超える足場となるような物
を置かないなどの注意が必要で
す。
　乳幼児の日常生活事
故防止動画は、ＹｏｕＴｕ
ｂｅの「東京消防庁公式
チャンネル」でも確認
できますので、ご活用
ください。 問清瀬消防
署☎0４2-４９1-011９

ＹｏｕＴｕｂｅ　
東京消防庁
公式チャン
ネル

＜6面続き＞

　コロナ禍における女性をとりま
く多様な環境と現状に対する不安
やストレスが少しでも和らぐよう
に、必要としている仲間や居場所
をつなぐ活動を継続して実施しま
す。申 問NPO法人ダイバーシティコ
ミュＭinfｏ@divｅrsitycｏmmｕ.cｏm

☎042-508-2650（平日午前９時～
午後5時）

◆第1回　発達凸凹児のこそだて
　「ひとりで悩まなくていいよ、 
   先輩ママとお話会」
 対発達凸凹児を育てている女性。
先着6人 日6月17日㈮午前10時～
正午【協力団体】NPO法人ウイズ

アイ 場きよせコワーキングスペ
ース「ことりば」 内講
座・交流会 申右記申
込みフォームから
※保育あり（先着10
人、6か月～就学前）。

子育てや仕事で体や心に不調を感じていませんか？

申込みフォ
ーム

withコロナの働き方相談会

女性のためのピアサポート交流会 
～テーマでつながるわたしの心～

日6月17日㈮、7月22日㈮、８月25
日㈭、９月2９日㈭、10月20日㈭
◆キャリアコンサルタントによる
　働き方相談会（予約制）

【時間】①午前10時３0
分～11時15分②午前
11時３0分～午後0時15
分③午後1時15分～2
時 場きよせコワーキ
ングスペースことり

ば、またはZｏｏmによるオンライ
ン 申左記QRコードから6月17日
開催分のみ受付中（以降は順次市
報でお知らせします）
◆出張マザーズハローワーク
　仕事と子育て、介護などの両立
がしやすい求人情報の提供を行い
ます。【時間】各日午前10時～午
後1時（最終受付は午後0時３0分）
場 直生涯学習センター展示ホール

生活用品の配布
　経済的貧困などさまざまな事情
でお困りの女性へ生活用品をお渡
しします。 場下表のとおり 

【配布する生活用品】紙おむつ（新
生児、Ｓ、Ｍ、Ｌ、ビッグ）、マスク、
生理用品

場所 配布日時 問合せ
市役所　生活福祉課 月曜日から金曜日（祝日を除く）

午前8時30分～午後5時
☎0４2-４97-2058

男女共同参画センター ☎0４2-４95-7002
子ども家庭支援センター 月曜日から日曜日（火曜日を除く）

午前8時30分～午後5時 ☎0４2-４95-7701
いっぽ(きよせ生活相談支援

センター)
月曜日から金曜日（祝日を除く）

午前8時30分～午後5時 ☎0４2-４95-5567

元町こども図書館
火曜日から日曜日（祝日を除く）

午前10時から午後5時まで
※マスク、生理用品のみ

☎0４2-４95-8666

申込みフォ
ーム

軽自動車税（種別割）納税通知書
を発送しました

　障害者手帳等が交付されている場
合、期限内に申請すれば軽自動車税
（種別割）が減免されることがあり
ます。生計を一にする方が所有する
軽自動車等についても、減免の対象
となります。ただし、減免基準に該
当していても、申請期限を過ぎてし
まった場合は、適用されません。前
年度に減免の申請をしている方に
は、納税通知書に申請書を同封して
います。【申請期限】5月３1日㈫ 問課
税課市民税係☎0４2-４９7-20４1
※減免基準は、手帳の等級などによ
りますので、詳しくは上記へお問い
合わせください。

東日本大震災の避難者に対する 
水道・下水道料金の減免措置

　東日本大震災による避難者で下記
に該当する方へ、水道料金・下水道
料金の減免措置期間を延長します。
　すでに減免措置を適用されている
方は、申請は不要です。 対市内に
避難者が居住されている場合は本

人、親族などの住居に居住している
場合は当該給水契約者

【減免措置期間】令和5年３月３1日㈮
まで【減免内容】水道料金＝基本料
金及び1か月あたりの使用水量10立
方㍍までの分にかかる従量料金の合
計額に消費税及び地方消費税を加算
した額を減免。下水道料金＝下水道
使用料の基本料金（1か月あたり８立
方㍍まで）に消費税及び地方消費税
額を加算した額を減免

【申請方法】東京都があっせんした
都営住宅に居住の方は申請不要。そ
の他の方は避難者住所へ送付する申
請書などに記入し返送 問東京都水
道局多摩お客さまセンター☎0570-
0９1-101、または☎0４2-5４８-5110


